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検
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施
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施
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縦
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施
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…
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平 成 年
月 日

（金曜日）

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在

柳
井
市
阿
月
字
赤
木
二
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

魚
つ
き

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

機
構
山
口
宇
部
医
療
セ
ン

タ
ー

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
一

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法

安
林
の
指
定
を
次
の
と
お
り
解

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

名

称

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院

宇

一
項
に
規
定
す
る
病
院
で
な
く

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

名

称

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構

山
口

場
所

の
二
六

た
目
的

号
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六

除
す
る
予
定
で
あ
る
。

八
日

（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八

し
て
認
定
し
た
。

八
日

山
口

所

在

部
市
大
字
東
岐
波
六
八
五

な
っ
た
。

八
日

山
口

所

在

山
陽
病
院

宇
部
市
大
字
東
岐
波

一

県
知
事

二

井

関

成

条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に

県
知
事

二

井

関

成

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期

平
成
二
三
、

九
、
三
〇

県
知
事

二

井

関

成

地

六
八
五

保 よ限

告

示



平成 年 月 日 金曜日

の〇
二三

山 口

市
建

一

（定期）県 報

八
二三

第 号

山
森

安
林

一

美
祢
市
秋
芳
町
青
景
字
日

美
祢
市
秋
芳
町
青
景
字
日
嶺
浴
四

一
、
四
九
六
の
二
、
四
九
七
、
四

阿
武
郡
阿
武
町
大
字
宇
田
字
焼
ケ

（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、

設
経
済
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て

保
安
林
の
所
在
場
所

六
七
の
三
八
ま
で
、
八
六
七
の
四

指
定
の
目
的

水
源
の
か
ん
養

指
定
施
業
要
件

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

口
県
告
示
第
四
百
七
十
二
号

林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二

を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
美
東
町
絵
堂
字
銭
屋
奥
八嶺

浴
四
九
二
・
四
九
四
の
一
・
四

九
二
、
四
九
四
の
一
、
四
九
五

九
九
、
字
広
畑
一
二
九
六
の
一

垰
後
口
九
六
の
一
、
字
清
水
川

）
、
字
錨
掛
九
九

伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

と
お
り
と
す
る
。

栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

縦
覧
に
供
す
る
。
）

〇
、
八
六
七
の
四
六
か
ら
八
六

め
な
い
。

と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市

百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の

山
口
県
知

六
七
の
二
五
か
ら
八
六
七
の
三

九
五
の
一
・
四
九
七
・
四
九

の
一
、
四
九
五
の
二
、
四
九
六

、
一
二
九
六
の
三
、
一
二
九
七

九
六
の
五
、
字
舟
原
九
六
の
一

水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

七
の
五
一
ま
で

森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

事

二

井

関

成

一
ま
で
、
八
六
七
の
三
六
か
ら

の
成
果
を
次
の
と
お
り
認
証
し

の
一
地
先
並
び
に
字
関
田
六
八
四

六
八
四
の
四
地
先

公

（
三
八
一
）
国
土
調
査
の
成
果

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六

そ
の
関
係
図
面
は
、
宇
部
土

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

地

名

及

び

番

山
陽
小
野
田
市
大
字
鴨
庄
字
古
川

七
、
七
三
九
の
三
、
七
四
一
の
一

の
七
地
先
、
七
三
九
の
三
地
先
及

産
部
森
林
整
備
課
並
び
に
関
係

山
口
県
告
示
第
四
百
七
十
三

建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭

道
路
の
位
置
の
指
定
に
関
す
る

た
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五

の
位
置
の
変
更
を
次
の
と
お
り

九
・
字
広
畑
一
二
九
七

２

そ
の
他
の
森
林
に
つ

３

主
伐
と
し
て
伐
採
を

町
村
森
林
整
備
計
画
で

４

間
伐
に
係
る
森
林
は

立
木
の
伐
採
の
限
度
並

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
図
」
及
び
「
次
の

ま
し
た
。

の
四
及
び

告

の
認
証

年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条

木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦

八
日

山
口

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

七
三
八
の

、
七
三
八

び
七
四
一

四
・
〇

五
・
〇

市
役
所
及
び
町
役
場
に
備
え
置
い

号
和
五
十
九
年
山
口
県
規
則
第
三
十

告
示
（
昭
和
五
十
七
年
山
口
県
告

年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二

承
認
し
た
。

（
以
上
六
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に

い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を

す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当

定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の

、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹

と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
国
土
調

覧
に
供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

長

（
メ
ー
ト
ル
）

道
路
の
敷
地
と
な

る
土
地
の
面
積

（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

九
二
・
九

三
八
四
・
〇
二

て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き

示
第
九
百
七
十
号
）
に
よ
り
指
定

条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道

示
す
部
分
に
限
る
。
）

定
め
な
い
。

該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る

と
す
る
。

種面
及
び
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林

二

査 、し路 市水

公

告
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測
国
土
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一二三（
三

山 口 県

（
三土

第
五

決
定

て
準

（定期）報

美周二

第 号

一国行名萩

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

縦
覧
に
供
す
る
書
類

美
祢
市
祖
母
ヶ
河
内
地
区
換
地
計

縦
覧
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
二
十
一
日

縦
覧
の
場
所

山
口
県
農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

八
三
）
基
本
測
量
の
実
施

八
二
）
換
地
計
画
書
の
縦
覧

地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

十
二
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

し
た
の
で
、
同
法
第
九
十
六
条
の

用
す
る
同
法
第
八
条
第
六
項
の
規

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

祢

市

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

平
成
二
十
一
年
三
月
二
十

南

市

平
成
十
九
年
五
月
二
十
四

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十

認
証
年
月
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

国
土
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
等

土
調
査
を

っ
た
者
の

称

国
土
調
査
を
行
っ

市

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

画
書
の
写
し

か
ら
平
成
二
十
二
年
一
月
十
二

第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条

り
、
美
祢
市
祖
母
ヶ
河
内
地
区

四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
縦
覧

山
口
県
知

か
ら
三
日
ま
で

美
祢
市
地
籍
図

美
祢
市
地
籍
簿

日
か
ら

三
日
ま
で

周
南
市
地
籍
図

周
南
市
地
籍
簿

山
口
県
知

た
期
間

成
果
の
名
称

か
ら
二
日
ま
で

萩
市
地
籍
図

萩
市
地
籍
簿

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

日
ま
で

の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

の
換
地
計
画
を
適
当
で
あ
る
と

五
十
二
条
の
二
第
四
項
に
お
い

に
供
し
ま
す
。

事

二

井

関

成

美
東
町
赤
及
び
美
東
町
大
田
の

各
一
部

大
字
鹿
野
下
の
一
部

事

二

井

関

成

国
土
調
査
を
行
っ
た
地
域

三
見
及
び
大
字
椿
東
の
各
一
部

運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一

選
挙
管

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二

に
規
定
す
る
選
挙
権
を
有
す
る

八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条

ま
す
。平

成
二
十
一
年
十
二
月
十

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名

下
関
都
市
計
画
地
区
計
画

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市

市
、
周
南
市
、
山
陽
小
野
田

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
一
年
十
二
月
一

（
三
八
四
）
下
関
都
市
計
画
地

下
関
市
か
ら
都
市
計
画
法
（

都
市
計
画
地
区
計
画
の
決
定
に

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
二

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

一

作
業
の
種
類

基
本
測
量
（
精
密
地
形
調

二

作
業
の
地
域

下
関
市
、
宇
部
市
、
山
口

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第

の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超

理
委
員
会

示
第
百
十
一
号

年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四

者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
並

第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項

八
日

山
口

称内
日
地
区
地
区
計
画

の
縦
覧
場
所

計
画
課

市
、
玖
珂
郡
和
木
町
並
び
に
熊
毛

日
か
ら
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十

区
計
画
の
決
定
に
係
る
図
書
の
写

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第

係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書

八
日

山
口

査
）

市
、
萩
市
、
防
府
市
、
下
松
市
、

三

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
選
挙
権

え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
超

条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一

び
に
同
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、

並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及

県
知
事

二

井

関

成

郡
田
布
施
町
及
び
平
生
町

一
日
ま
で

し
の
縦
覧

二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
下

定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ

の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供

県
知
事

二

井

関

成

岩
国
市
、
光
市
、
長
門
市
、
柳

をえ 項第び 関っし 井

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日

委
員

県
の
員
の

山 口

県
議
の
請

知
事

副
知
挙
管
員
及

（定期）県 報

廃
の

県
の
す
る

県
議

第 号

る
数

数
）直

県
条

の
解
職
の
請
求

教
育
委
員
会
の
委

解
職
の
請
求

地
方
教
育
行
政
の

及
び
運
営
に
関
す

律
第
八
条
第
一
項

会
の
議
員
の
解
職

求

地
方
自
治
法
第
八

第
一
項

の
解
職
の
請
求

地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

事
並
び
に
県
の
選

理
委
員
、
監
査
委

び
公
安
委
員
会
の
地
方
自
治
法
第
八

条
第
一
項

請
求

条
第
一
項

事
務
の
執
行
に
関

監
査
の
請
求

地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

会
の
解
散
の
請
求
地
方
自
治
法
第
七

条
第
一
項

に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数

は
、
次
の
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十
八
日

接
請
求
の
種
類

根

拠

規

例
の
制
定
又
は
改
地
方
自
治
法
第
七

組
織
る
法

十
条
下
松
市
選
挙
区

岩
国
市
玖
珂
郡
選
挙
区

光
市
選
挙
区

長
門
市
選
挙
区

柳
井
市
選
挙
区

美
祢
市
選
挙
区

周
南
市
選
挙
区

山
陽
小
野
田
市
選
挙
区

十
一

十
六

十
五

十
六

大
島
郡
選
挙
区

熊
毛
郡
選
挙
区

下
関
市
選
挙
区

宇
部
市
選
挙
区

山
口
市
選
挙
区

萩
市
阿
武
郡
選
挙
区

防
府
市
選
挙
区

と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

定

必

要

な

有

十
四

一
五
、
一
九
一

四
二
、
一
八
七

一
四
、
八
五
三

一
一
、
二
三
二

九
、
九
八
五

八
、
一
五
〇

四
一
、
七
八
九

一
八
、
〇
五
二

二
六
九
、
一
二
九

二
四
、
二
九
六

二
六
九
、
一
二
九

五
、
九
五
五

九
、
三
三
六

七
八
、
五
二
五

四
七
、
五
五
一

五
〇
、
六
四
八

一
九
、
二
〇
〇

三
二
、
二
七
三

得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

長

上

符

正

顕

権

者

の

数

二
万
四
千
七
百
円
（
そ
の

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「

規
則
第
十
七
条
第
一
項

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

公

安

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

に
関
す
る
技
能
及
び
知
識
に
関

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す

規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

）
及
び
技
能
検
定
員
審
査
（
中
型

一
月
十
八
日
（
月
曜
日
）
及
び
同

で郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

委

員

会

六
十
七
号

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お
り
実

八
日

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

免
許
課

る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委

一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

山
口
県
公
安
委
員
会

）月
十
九
日
（
火
曜
日
）
の
午
前
九

交
通
セ
ン
タ
ー

の
二
第
四
項
第
一
号
イ
の
技
能
検

施
す
る
。

四

さ 撮車す か員、 時 定

公

安

委

員

会



平成

三

年 月 日 金曜日

一二

山 口 県

備
八

（定期）報

二三四五六

第 号

れ額は一

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
普
通
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
十

か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る
審
査
細

に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る
知
識

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間 は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

九
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月
二

車
免
許
に
係
る
技
能
検
定
員
審
査
を
受

査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

及
び
採
点
の
技
能

い
て
の
知
識

関
す
る
知
識

れ
二
万
四
千
七
百
円
か
ら
同
表
の

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

セ
ン
タ
ー

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

十
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九
時

け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

る
と
き
は
更
に
三
千
七
百
五
十

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

こ
と
。

七
千
五
十
円

二
千
百
五
十
円

二
千
百
五
十
円

二
千
二
百
円

二
千
二
百
円

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た

は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

四
千
百
五
十
円

備

考普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
技

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

二
万
五
百
円
（
そ
の
者
が

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審

し
な
い
こ
と
。

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

事
項

令
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

方
法
に
関
す
る
知
識

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
二
万
五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄

査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ

五

が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

六
千
七
百
五
十

千
九
百

千
九
百

千
九
百
五
十

二
千

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印

減

ず

る

額

三
千
九
百
五
十

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

検
定
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

円円円円円 る当を円 撮車す か、



平

る

成 年 月 日 金曜日

六
をる

七

山 口

三
ら

四五

（定期）県 報

一
及

二

第 号

八

一
万
四
千
百
円
（
そ
の
者
が
次
の

者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日
（
月
曜

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
特
）
、
技

び
技
能
検
定
員
審
査
（
牽
引
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
二

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず

す
る
。

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目

万
四
千
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

間日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金
曜
日

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

は
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

能
検
定
員
審
査
（
大
自
二
）
、

十
一
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
五

れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ

に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

課と
。
）

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

技
能
検
定
員
審
査
（
普
自
二
）

二
十
二
日
（
金
曜
日
）
の
午
前

セ
ン
タ
ー

十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ
る

更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の
と

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

一

審
査
の
種
類

技
能
検
定
員
審
査
（
大
型

（
普
通
二
種
）

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ

る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査

と
す
る
。

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

三

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

四

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

五

技
能
検
定
の
実
施
に
関
す
る

六

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価

備

考

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

一

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な

二

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

二
種
）
、
技
能
検
定
員
審
査
（
中

一
月
二
十
二
日
（
金
曜
日
）
午
前

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

る
技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す

を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。

事
項

令
に
つ
い
て
の
知
識

知
識

方
法
に
関
す
る
知
識

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

る
観
察
及
び
採
点
の
技
能

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

型
二
種
）
及
び
技
能
検
定
員
審

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

交
通
セ
ン
タ
ー

る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

に
千
五
十
円
を
、
三
及
び
四
に
掲
げ

と
き
は
更
に
三
百
円
を
減
ず
る
も
の

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

二
千
百
五
十

二
千
百
五
十

二
千
五
十

二
千

る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、

減

ず

る

額

千
三
百
五
十

二
千
二
百
五
十

六

か 査 三 円円円円 消円円



平成

八

年 月 日 金曜日

三四備

山 口 県

除減証一二

（定期）報

六
をる

七

第 号

ら
四五

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

自
動
車
の
運
転
技
能
の
評
価
方
法
に

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車

て
の
知
識

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
三
千
二

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

技
能
検
定
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

自
動
車
の
運
転
技
能
に
関
す
る
観
察

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

二
万
二
千
四
百
五
十
円
（
そ
の
者

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

技
能
検
定
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

関
す
る
知
識

運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に
つ
い

自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

ぞ
れ
二
万
二
千
四
百
五
十
円
か

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

細

目

の
運
転
技
能

及
び
採
点
の
技
能

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
技
能
検
定

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

号
又
は
第
三
項
各
号
の
い
ず
れ
か

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

こ
と
。

三
千
二
百
円

二
千
七
百
五
十
円

第
二
種
免
許
に
係
る
技
能
検
定

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

減

ず

る

額

四
千
六
百
円

七
千
九
百
五
十
円

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

課と
。
）

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き

書
面

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

教
習
指
導
員
審
査
申
請

会
規
則
第
三
号
。
以
下
「

規
則
第
十
七
条
第
一
項

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五

場
所

山
口
市
小
郡
下

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

実
施
す
る
。

平
成
二
十
一
年
十
二
月
十

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第

道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

運
転
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

書
（
技
能
検
定
員
審
査
等
に
関
す

規
則
」
と
い
う
。
）
別
記
様
式
第

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

分
ま
で

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

及
び
時
間

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

八
日

）
及
び
教
習
指
導
員
審
査
（
中
型

一
月
二
十
五
日
（
月
曜
日
）
及
び

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

と
。六

十
八
号

年
法
律
第
百
五
号
）
第
九
十
九
条

の
教
習
に
関
す
る
技
能
及
び
知
識

七

る
規
則
（
平
成
六
年
国
家
公
安
委

一
号
に
よ
る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

交
通
セ
ン
タ
ー

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

免
許
課

山
口
県
公
安
委
員
会

）同
月
二
十
六
日
（
火
曜
日
）
の
午

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

の
三
第
四
項
第
一
号
イ
の
自
動
車

に
関
し
て
行
う
審
査
を
次
の
と
お

員、撮車す か 前 三のり



平成 年 月 日 金曜日

一二

山 口

備
八

（定期）県 報

二三四五六

第 号

除減証一

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
普
通
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
二

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

考大
型
自
動
車
免
許
又
は
中
型
自
動

に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審
査
細

に
百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
事
項
そ

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法
令
に
つ

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
教
育
に

一
万
五
千
六
百
五
十
円
（
そ
の
者

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ

じ
た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県
収

紙
に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

十
六
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月

車
免
許
に
係
る
教
習
指
導
員
審
査
を
受

査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免

。
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る
知
識

い
て
の
知
識

つ
い
て
の
知
識

が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審

ぞ
れ
一
万
五
千
六
百
五
十
円
か

入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

細

目

の
運
転
技
能

セ
ン
タ
ー

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

二
十
七
日
（
水
曜
日
）
の
午
前

け
よ
う
と
す
る
者
が
一
及
び
二

る
と
き
は
更
に
三
千
四
百
五
十

除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

こ
と
。

千
三
百
円

千
二
百
五
十
円

千
四
百
五
十
円

千
四
百
五
十
円

千
四
百
円

査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入

減

ず

る

額

四
千
四
百
五
十
円

備

考

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

一
万
二
千
百
五
十
円
（
そ

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

た
額
）
に
相
当
す
る
山
口
県

に
は
、
消
印
を
し
な
い
こ
と

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き

六

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に

を
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る

る
こ
と
。

七

審
査
手
数
料

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

四

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六

五

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請

規
則
第
十
七
条
第
一
項

技
能

技
能

事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

令
に
つ
い
て
の
知
識

教
育
に
つ
い
て
の
知
識

の
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

そ
れ
ぞ
れ
一
万
二
千
百
五
十
円
か

収
入
証
紙
を
審
査
申
請
書
の
所
定

。

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

ー
ト
ル
、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー

、
上
三
分
身
像
及
び
無
背
景
の
も

、
受
け
よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習

運
転
免
許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く

及
び
時
間

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

〇
の
二

山
口
県
警
察
本
部
運
転

書
（
規
則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ

各
号
又
は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ

千
三
百
五
十

千
二
百
五
十

知
識

千
二
百
五
十

千
二
百
五
十

千
二
百

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免

ら
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減

の
欄
に
は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証

減

ず

る

額

四
千
百

書
面

ト
ル
と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に

の
と
す
る
。
）

指
導
員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動

。
）
に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

免
許
課

る
こ
と
。
）

か
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は

八

円円円円円 除じ紙円 撮車す か、



平成

七
者

年 月 日 金曜日

六
をる

山 口 県

三
ら

四五

（定期）報

一
及

二

第 号

八

審
査
手
数
料

九
千
五
百
円
（
そ
の
者
が
次
の
表

で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
九
千

規
則
第
十
七
条
第
一
項
各
号
又

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当
す
る

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

場
所

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間
及
び
時

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日
（
月
曜

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
規

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
特
）
、
教

び
教
習
指
導
員
審
査
（
牽
引
）

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年
一
月
二

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

普
通
自
動
車
免
許
に
係
る
教
習
指

つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除

細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ
を

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

五
百
円
か
ら
同
表
の
下
欄
に
掲

は
第
四
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に

者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

六
〇
の
二

山
口
県
総
合
交
通

間日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金
曜
日

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

習
指
導
員
審
査
（
大
自
二
）
、

十
八
日
（
木
曜
日
）
及
び
同
月

導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
九
百
円

も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ
れ
る

げ
る
額
を
減
じ
た
額
）
に
相
当

該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

セ
ン
タ
ー

）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分
か

課と
。
）

教
習
指
導
員
審
査
（
普
自
二
）

二
十
九
日
（
金
曜
日
）
の
午
前

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に

を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る
審
査

百
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

こ
と
。

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

三

審
査
申
請
書
の
受
付
期
間

平
成
二
十
二
年
一
月
四
日

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ

一

審
査
の
種
類

教
習
指
導
員
審
査
（
大
型

（
普
通
二
種
）

二

審
査
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
二
年

場
所

山
口
市
小
郡
下

備

考特
定
第
一
種
運
転
免
許
に
係

目
に
つ
い
て
の
審
査
の
い
ず
れ

審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
の

す
る
。

八

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の

二

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の

三

学
科
教
習
に
必
要
な
教
習
の

四

教
則
の
内
容
と
な
っ
て
い
る

五

自
動
車
教
習
所
に
関
す
る
法

六

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

す
る
山
口
県
収
入
証
紙
を
審

し
な
い
こ
と
。

審

査

一

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な

及
び
時
間

（
月
曜
日
）
か
ら
同
月
八
日
（
金

と
。

二
種
）
、
教
習
指
導
員
審
査
（
中

一
月
二
十
九
日
（
金
曜
日
）
午
前

郷
三
五
六
〇
の
二

山
口
県
総
合

る
教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す

を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更

い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
と

県
警
察
本
部
運
転
免
許
課
に
請
求

問
合
せ
は
、
山
口
県
警
察
本
部
運

技
能

技
能

事
項
そ
の
他
自
動
車
の
運
転
に
関
す
る

令
に
つ
い
て
の
知
識

教
育
に
つ
い
て
の
知
識

査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に
は
る
こ

細

目

自
動
車
の
運
転
技
能

九

曜
日
）
ま
で
の
午
前
八
時
三
十
分

型
二
種
）
及
び
教
習
指
導
員
審

九
時
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

交
通
セ
ン
タ
ー

る
者
が
一
及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細

に
千
百
円
を
、
四
及
び
五
に
掲
げ
る

き
は
更
に
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と

す
る
こ
と
。

転
免
許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七

千
三
百

千
二
百
五
十

知
識

千
二
百
五
十

千
二
百
五
十

千
百
五
十

と
。
こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印

減

ず

る

額

千
三
百
五
十

か 査 三 円円円円円 を円



平成 年 月 日 金曜日

三備
八

山 口

額は一二

（定期）県 報

六
をる

七
れ

第 号

ら
四五

こ
の
審
査
に
つ
い
て
の
問
合
せ

二
九
〇
〇
）
に
す
る
こ
と
。

旅
客
自
動
車
運
送
事
業
及
び
自
動
車

て
の
知
識

考大
型
自
動
車
第
二
種
免
許
、
中
型

員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
一

れ
る
者
で
あ
る
と
き
は
更
に
二
千
九

そ
の
他

審
査
申
請
書
は
、
山
口
県
警
察

）
に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

、
消
印
を
し
な
い
こ
と
。

審

査

教
習
指
導
員
と
し
て
必
要
な
自
動
車

技
能
教
習
に
必
要
な
教
習
の
技
能

影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
、
上
三

運
転
免
許
証
の
提
示

審
査
申
請
書
の
提
出
時
に
、
受
け

運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
運
転
免

こ
と
。

審
査
手
数
料

一
万
三
千
三
百
円
（
そ
の
者
が
次

る
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

審
査
申
請
書
の
提
出
先

山
口
市
小
郡
下
郷
三
五
六
〇
の
二

提
出
書
類

教
習
指
導
員
審
査
申
請
書
（
規

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
二

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
該
当

写
真
（
縦
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

は
、
山
口
県
警
察
本
部
運
転
免

運
転
代
行
業
に
関
す
る
法
令
に
つ
い

自
動
車
第
二
種
免
許
又
は
普
通
自
動
車

及
び
二
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て

百
五
十
円
を
減
ず
る
も
の
と
す
る
。

本
部
運
転
免
許
課
に
請
求
す
る

を
審
査
申
請
書
の
所
定
の
欄
に

細

目

の
運
転
技
能

分
身
像
及
び
無
背
景
の
も
の
と

よ
う
と
す
る
種
類
の
教
習
指
導

許
（
仮
運
転
免
許
を
除
く
。
）

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細

れ
一
万
三
千
三
百
円
か
ら
同
表
の

山
口
県
警
察
本
部
運
転
免
許

則
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
こ

号
又
は
第
五
項
各
号
の
い
ず
れ
か

す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る

、
横
二
・
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

許
課
（
電
話
〇
八
三

九
七
三

二
千
七
百
五
十
円

第
二
種
免
許
に
係
る
教
習
指
導

の
審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ

こ
と
。

は
る
こ
と
。
こ
の
収
入
証
紙
に

減

ず

る

額

四
千
八
百
円

二
千
円

す
る
。
）

員
審
査
に
用
い
ら
れ
る
自
動
車

に
係
る
運
転
免
許
証
を
提
示
す

目
に
つ
い
て
の
審
査
を
免
除
さ

下
欄
に
掲
げ
る
額
を
減
じ
た

課と
。
）

に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き

書
面

と
し
、
申
請
前
六
月
以
内
に
撮

課
聴
広

報
広

課
活
生

民
県

域
地

課
書
秘

課
析
分

計
統

流
交

光
観

課
町
市

課
策
政

人

課
画
企

報
情

課
際
国

課

文
事
学

課
生
厚

与
給

課
事

課
画
企

策
政

課
財
管

課
書 成
平課

政
財

年
月

所
箇

査
監

日

監

査

号
９
第
表
公
査
監

法
治

自
方

地
和

昭

に
定
規
の
項

９
第

律
法

年

。
す

ま
し

と
の

次
、
り
よ

〃

日
９

〃
〃

日
４

月
９

〃

月
８

日
３

〃
〃

日
４

月
９

〃

日

月
８

〃

月
８

〃

日
３

月
９

〃

日

〃
〃

日

成
平

日

〃
〃

日
８

月
９
年

月
８

〃

日

〃
〃

日日
１

〃
〃

日
４

月
９

〃

日

査
監

同 同 同

査
監
県

口
山

監

告
報

る
す

関
に

果
結

の

日
月

年
査

委

員

第
第

）
号

査
監

り
お

規
の

項
４

第
条

神

告
報

る
す
関

に
果

結
の

田
神

博
藤

伊 〃

郎
二

忠
田

敏
津

石

範
哲

野
秋

郎
二

忠

郎
二
忠

田
神

範
哲

野
秋

樹

藤
伊

範
哲

野
秋

樹
敏

津
石 伊

樹
敏

津
石

範
哲

野
秋

博

忠
田

神

範
哲

野
秋 〃

博
藤

藤
伊

員
委

樹
敏

津
石

郎
二

郎
二

忠
田

神

範
哲

野
秋

博

定

名
員

委
査

監

樹
敏

津
石

、
て

い
つ

に
査

監
る

よ
に

、
で

の
た

し
定

決
を

条
同

表
公
を

れ
こ

一
〇

監

査

委

員



平成

防
消 〃

年 月 日 金曜日

育
教

事
人

働
労

会
議

品
物〃 〃 〃 〃

山 口 県

築
建

川
河

川
河

路
道

路
道

計
会

体
国

宅
住

（定期）報

業
農

働
労

産
新

政
商

害
障

術
技

産
畜

村
農

第 号

康
健

務
医

然
自

棄
廃

女
男

学

課
育

教
権

人

寿
長

務
薬

会
員

委

局
務

事

課
理

管

校

庁

局
務

事
会

員
委

局
務

事

義

課
員

職
教

課
策

政
育

教社

課
育

教
校

高

課
育

教
務

備
整

課
財

化
文

・
育

教
会

導
指

課
発

開 課

課
設

建

課

ツ
ー

ポ
ス

者
害

障
・ 課

課

業 課

課
援

支
者課

局
会

大

整

課
興

振

課
策

政

課
興

振 同
共

課
理

管

課
興

振

課
備

ル
ク

イ
サ

リ
・

物

課
画

参

増

課
険

保

課
護

保

課
策

対

〃
〃

課
会

社 課

課
進

月
８

〃

日
８

月
７

〃

日

月
９

〃

日

〃
〃

日

〃
〃

日

〃
〃

日

〃

日
４

〃
〃

日
３

〃
〃

日

月
８

〃

日
８

〃
〃

〃
〃

月
９

〃

日

〃
〃

日
３

〃
〃

日

〃
〃

日

〃
〃

日

〃

日
４

〃
〃

日
３

〃
〃

日

〃
〃

日
８

〃
〃

日
９

〃

月
８

〃

日

月
９

〃

日

〃
〃

日
３

〃
〃

日

〃
〃

日

〃
〃

日
９

〃
〃

日

月
８

〃

日

月
９

〃

日

月
８

〃

日

〃
〃

日

月
９

〃

日

敏
津

石 〃〃

樹
敏

津
石

日

藤
伊

樹
敏

津
石

博
藤

伊

樹郎
二

忠
田

神

樹
敏

津
石

博

忠
田

神

範
哲

野
秋

博
藤

伊

範
哲

野
秋

樹
敏

津
石

郎
二

範
哲

野
秋

郎
二

忠
田

神 〃

敏
津

石

博
藤

伊

樹
敏

津
石 秋

樹
敏

津
石

範
哲

野
秋

樹

津
石

郎
二

忠
田

神

範
哲

野

敏
津

石

郎
二

忠
田

神

樹
敏

〃 〃

博
藤

伊

樹
敏

津
石

樹

伊

郎
二

忠
田

神

範
哲

野
秋

萩

所
務
事
産
水

府
防

博
藤

ン
セ
祉

福
者
害
障

体
身

〃

定
検

量
計

園
み

の
こ

ー
タ

学
術
技

業
産
等
高

部
東

所

援
支
職
就

者
若

〃
部
西

校

務
事
林
農

口
山

ー
タ
ン
セ

興
振
産
水

関
下

〃
祢
美

所

健
保

神
精

校
学
護

看
萩

局

童
児

央
中

ー
タ
ン
セ

祉
福

育

〃
関
下

〃
南
周

所
談
相

健
保

境
環

〃
門
長

校
学

成

ン
セ
療
医

合
総

ー
タ

ン
セ

ン
セ

療
医
の
ろ

こ
こ

ー
タ

念
記

博
ら
ら
き

口
山

ー
タ

セ
活
生

費
消

事
理

管
園
公

館
術

美
萩

館
術
美

ー
タ

ン

同
共

女
男

館
念
記
上

浦
・

南
周

ー
タ

ン
セ
談
相

画
参

部
宇

ー
タ
ン
セ

祉
福
康
健

月
６

〃

〃

日
７

〃
〃

日
６

月
８

〃

日

月
８

〃

月
６

〃

日

月
７

〃

日

８
〃

日
８

〃
〃

〃
〃

〃

日

月月
７

〃

日

〃
〃

日

月
６

〃

日
６

月
８

〃

日

月
７

〃

日

月
６

〃

日

月
５

〃

日

〃
〃

日

月
７

〃

日

月
５

〃

日

月
７

〃

日

月
８

〃
所

務

〃
〃

〃

日

月
７

〃

日
７

月
５

〃

日

月
７

〃

日
６

月
８

〃

日

〃
〃

日

月
８

〃

日日

一
一

石

博
藤

伊 〃〃

樹
敏

津
石

博
藤

伊

範
哲

野
秋

樹
敏

津

神

博
藤

伊 〃 〃

樹
敏

津
石 〃 〃

樹
敏

津
石

郎
二

忠
田

樹
敏

津
石

郎
二

忠
田

神 〃 秋

博
藤

伊 〃

樹
敏

津
石〃

津
石

郎
二

忠
田

神

範
哲

野

神

範
哲

野
秋

博
藤

伊

樹
敏

〃 〃

樹
敏

津
石

郎
二

忠
田

郎
二

忠
田

神

範
哲

野
秋 〃



平

陽
山

部
宇

成 年 月 日 金曜日

関
下

口
山

山
徳

関
下

古
奈

口
山

府
防

南
周

山 口

関
下

関
下

市
西

祢
美

口
山

商
萩 萩

北
豊

（定期）県 報

陵
華

松
下

丘
光

布
田

井
柳

野
鹿

山
徳

毛
熊

第 号

書
文

口
山

口
山

口
山

野
菅

田
野

小

〃

井
柳

森
高

ま
や

合
総

校
学

育
教

等
中

〃

〃

察
警

〃
南

〃
南

校
学

援
支 〃

南

〃
西

〃 〃 〃〃 〃

署 業
農

施

〃
工

商

〃
工 〃

〃

ダ

〃

〃
北

〃
北

〃 〃 〃

〃

港
空

部
宇

所
務

事
理

管
ム

館

館
物

博

館
書

図

所
務

事

ン
セ

援
支

育
教

合
総

ち
ぐ

〃
〃

〃

校
学

等
高

ー
タ

〃
〃

日

〃

日
８

月
６

〃

〃
〃

〃

日

〃〃
〃

日

〃
〃

日
８

〃
〃

日

〃
〃

日

月
８

〃

日

月
５

〃

日

月
７

〃

日日
８

〃
〃

日
４

月
６

〃

日

月
５

〃

月
５

〃

日
４

月
６

〃

日

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

日

〃
〃

〃
〃

〃

日
８

月
６

〃

月
６

〃

日
９

月
７

〃

〃

〃

日
７

月
５

〃

〃
〃

〃

日

月
８

〃
〃

〃

〃
〃

〃

〃
〃

〃

日

月
６

〃

月
５

〃

日
９

月
７

〃

日

〃

博
藤

伊

郎
二

忠
田

神

日

津
石

郎
二

忠
田

神

博
藤

伊

郎
二

忠
田

神

博
藤

伊

樹
敏

〃

樹
敏

津
石〃

樹
敏

津
石 〃 〃

樹
敏

津
石

博
藤

伊 〃 神 〃 〃

範
哲

野
秋 〃 〃〃

博
藤

伊 〃〃 〃

郎
二

忠
田

忠
田

神 〃 〃 〃

樹
敏

津
石

す
当
該
に
号

１
第

〃

郎
二

者
齢
高

１

の
入

購
品
物
る

収
２

付
貸

金
資
備
整
宅

住

の
料

数
手
る
よ
に

紙
証
入

の
も
る
い
て

っ
誤
を
額

の

資
備
整

宅
住
者
害

障

あ
が

施
法

治
自

方
地

金
付
貸

金

令
行

和
昭 に

出
支
る
係

に
入
購
品

物

金
資
学

修
等
師
健

保

い
お

施
等
設
施
療

医

の
金
納

返

関
に
務

財

助
補
費

備
整
設

れ
ら

及
行

執
の
務
事
る

す

意
留

善
改
、
お

な
、
が
た

お
に
約
契

入
購
の
品

物

す

第

、
て
い

物
る

す
定
規
に

項
１
第
条

を
続
手

な
要
必
に

め
た

品

〃
関
下

〃
門
長

て
し
求

請

意
随

果
結
の

査
監

局
業
企

県
口
山
、

て
い
お
に

約
契

っ
あ

が
済
未

入
収

の
金

会

収
、
て
い

お
に
入

収

。
た

収
の

。
た

っ

別
特

紙
証
入

政
年

。
た

っ
あ
が
済

未
入

第
令

下
以

。
号

を
目
科

出
支

、
て

と
」

令

済
未

入
収

も
る
い

て
っ

誤

の
金
納
返

金

。
た

っ
あ
が

経
び

た
っ

あ
が
済

未
入
収

に
理
管

の
業
事
る

係
に
営

と
の

次
、
は

項
事
き

べ

つ

山
が

品
物
該

当

あ
で

り
お

則
規

品
物

県
口

わ
か

か
も

に
る

す
当

該
に

あ
が

の
も
い

な
い

、
ず
ら

月
７

〃

。
た

っ 〃
〃

日

〃
〃

日

則
規

計

日

和
昭

ら
か

計
会

則
規

県
口

山
年

金
出

繰
の

へ
計

会
般
一

振
業

産
新

課
援

支
者

害
障

課
興

第
）

。
う

い

っ
あ

が
の

項
１

第
２

の
条

。
た

課
進
増
康
健

課
険
保
務
医

。

課
会
社
寿
長

正
適

ね
む

お
お
、

は
て

い

。
る

め
認

と

課
財
管

和
昭

第
則

規
県

口
山
年

対
に

長
課

理
管

品
物

）
号

の
入

購
て

し

課
聴
広
報
広

野
秋 〃

博
藤

伊

樹
敏

津
石

敏
津

石

郎
二

忠
田

神

範
哲

樹

一
二



平成

母

年 月 日 金曜日

物 上
以

項
２

令 日

山 口 県

高 な 。
た

教

（定期）報

。
た

行 決 て
せ

第 号
第

婦
寡

子

項
２

令 が
の

約
契

母
び

及
金

付
貸

金
資

祉
福

を
伺

用
雇

の
員

職
用

雇
々第

て
っ

行

に
号

１
第

項
１

第
２

の
条

２
る

す
当

該
に

号
１

第

該

積
見

ら
か

者
の

物
の

上
以

購
の

品

て
せ

さ
出

提
を

書

議
決

入
購

品
物

る
係

に
入

手
等

与
授

状
許

免
員

職
育

消
、

は
在

現
、

お

に
料

数

等
校

学
等

る
あ

で
み

済
印

い

未
入

収
の

費
励

奨
学

進

裁

。
た

っ
あ

が
の

も
い

な

令
命

務
勤

外
間

時
が

者
権

伴
に

用
使

の
産

財
政

び
及

下
以

。
号

費
水

熱
光

う

分
に

）
。

う
い

と
」

則
規

と
こ

う
行

を
続

手
て

し
割

第

。
た

っ
あ

にに
号

１
第

項
１

第
２

の
条

に
合

場
る

げ
掲

に
号

各

該な
し

当
該

福
康

健
南

周

金
付

貸
金

資
祉

福
婦

寡
子

あ
が

の
も

い
な

い

金
約

違

。
た

っ

・
館

術
美

萩

意
随

の
入

購
品

物
る

す
当

に
約

契
の

入
購

品

に
約

契

も
い

な
い

続
手

て
し

割
分

。
た

っ
あ

が
の

相
画

参
同

共
女

男

た
っ

あ
が

の
も

い
な

が
書

に
紙

証
入

収
、

て
い

つ

。

。

押
が

印
消

庁
育

教

。
た

っ
あ

が
済

ポ
ス

者
害

障
・

体
国

を
裁

決
の

令
命

務
勤

日
休

て
い

お
に

定
調

の

い
て

し

度
年

計
会

、

育
教

第
当

該
に

号
１

第
項

２
第

条

か
者

の
上

以
人

２
、

り
よ

入
購

品
物

る
す

当

積
見

ら

か
も

に
い

に
約

契
意

随
の

上
以

人
２

、
ず

ら
わ

か

ー
タ
ン
セ
祉

。
た
っ

あ
が

済
未

入
収
の

館
念
記
上
浦

第
則

規
、

て
い
お

り
よ

に
と

こ
う

行
を

第
条

人
２
、

ー
タ
ン
セ
談

あ
が
の

も
い

な
い

て
れ
さ

っ

ツ
ー

館
術
美

課
育
教
権
人

局
会
大

。
た

っ
あ

が
の

も
い
な

局
務
事
会
議

あ
が

の
も

る
い

て
っ

誤
を

っ

課
員
職
教
庁

入
購

品
物

の
上

以
２

る
す

な
い

て
せ

さ
出

提
を

書

のも
い

課
導
指
築
建

第
則

規
、

て
い
お

を
書

積
見

ら
か

者
の

第
条

規
が

額
金

約
契

２

さ
出
提

第
則請

ら
か

方
手
相
の

約

た
条

の
費
用
需
般

一

出
提
を

書

設
施
送

輸

経
る
係

に
払
支

敷
の

漁
種

各
、
料
用
利

の

水
の

内
域
区
港

漁
び
及
地

緒
情
び
及

費
護
保
童

児

域

収
の

費
護
保
童

児

児
害
障

立
自
童
児

１

あ
が

済
未
入

し
託

委

費
営

運
設
施
援
支

役

更
変
の

容
内
の
務

業
た

費
経

る
係
に
払

支
の
費
務

情
び
及
費

護
保
童
児

１

の

約
契

続
継
期
長

２

害
障
緒

め
定
に
）

号

る
す
結

締
を

寡
子

母

長
を
約

契
い
な
の

母

の
金

付
貸
金
資
祉

福
婦

金
付

貸
金
資
祉

福
婦
寡
子

額
る

す
定

規
に

書
し

だ

の

も
い

な
い
て
せ

さ

え
超

を

出
支
の

費

。
た

っ
あ

が
の

港

も
い

な
い
て

っ
行

を
伺

び
及
壁

岸
、
地
敷

の
設
施

占
の
面

水
る
け
お

に

地
泊

施
療

治
期

短

入
収

の
料
用

た
っ

未
入

収
の
費

営
運
設

た
っ

あ
が
済

未
入
収

の

。

締
を

約
契
更

変
る

係
に

。

っ
行

を
伺

出
支

い
て
し

結

期
短

児

が
の
も

い
な

い
て

入
収

の
費

営
運
設
施

療
治

定
を

約
契

る
き

で
が

と
こ

し
と

約
契
続

継
期

条
る
め

が
の
も

る
い

て

健
部
宇

。
た
っ

あ
が

済
未

入
収

健
門
長

。
た
っ

あ
が

済
未

入
収

ろ
こ
こ

一
三

い
お

に
約

契
入

購
品

物
る

契
、

て

所
定
検
量
計

。
た

っ
あ

が
の

局
興
振
産
水
関
下

漁
種

各
に

び
並
料

用
使

の

。
た

っ
あ

が
済

未

設
施

港

所
談
相
童
児
南
周

。
た

っ
あ

が
済

学
成
育

所
談
相
童
児
関
下

校

。
た

っ
あ
が

の
も

い
な

校
学
護
看
萩。
た

っ
あ

所
談
相
童
児
央
中例

。
た

っ
あ

が
済

未

成
平

っ
あ

７
第

例
条
県

口
山

年

。
た 祉
福

康

ー
タ

ン
セ

祉
福

康

タ
ン
セ

療
医

の

ー
タ

ン
セ

ー



平
成
二

平
成
二

平成 年 月 日 金曜日

し 力

山 口

図 も 理

２

れ 法

（定期）県 報

決 し

１

相
の

契

第 号

出 第

２ １

十
一
年
十
二
月
十
八
日
印
刷

十
一
年
十
二
月
十
八
日
発
行

備
該

当
、

に
も

と
と

る
す

と
こ

る
す

分
処

、

番
に

品

は
て

い
つ

ら
図

を
底

徹
の

令

務
財

は
者

当
担

務
事

、

な
分

十
て

っ
沿

に
定

規
の

正
適

の
品

備

。
い

た

査
審

会
品

物

て
い

つ
に

理
管

な

審
部

内
る

け
お

に
務

事
計

第
長

局
理

管
計

会
県

口
山

号

が
要

必
の

存
保

上
務

業

通

事
、

が
た

れ
ら

の
も

る
あ

て
い

つ

し
対

に
者

当
担

務

保
び

及
納

出
の

品
備

、
は

第
則

規
が

額
金

約

請
ら

か
方

手

書
し

だ
た

条

部
内

い
て

せ
さ

出
提

を
書

牽

出
支

て
い

つ
に

化
強

の
制

書
な

要
必

て
い

お
に

務
事

事
、

等
の

も
い

な
い

て

類

査
審

の
者

権
裁

の
理

処
務

外
間

時

れ
わ

行
に

分
十

が

誤
を

額
給

支
の

当
手

務
勤

た
っ

な
と

し
渡

過
、

お
な

第
令

に
額

金

に
号

１
第

項
１

第
２

の
条

合
場

る
げ

掲
に

号
各

項
２

も
い

な
い

て
せ

さ

当
該

に

。
た

っ
あ

が
の

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県

よ
に

と
こ

る
す

示
表

を
号

に
理

処

。
い

た
れ

備
、

り

す
知

熟
を

令
法

係
関

る
係

る
す

関
に

務
財

、
い

行
を

い
つ

に
化

強
の

査

の
務

事

て
成

平価
得

取
、

り
よ

に
）

知

年

管
て

し
と

品
備

は

３
が

格

に
分

十
て

が
と

こ
る

す
理

管

況
状

い
な

い
て

し
透

浸

を
項

事
な

要
必

て
い

つ
に

超
を

額
る

す
定

規
に

品
物

あ
が

の
も

い
な

品
物

る
え

て
し

付
添

を

見
意

。
た

っ

り
誤

手
諸

、
の

も
い

な
い

ら
け

受
見

て
し

と
然

依
が

る
あ

に
況

状
い

な
い

て

れ

っ
あ

が
の

も
る

い
て

っ

。

済
納

返
、

は
て

い
つ

。
た

物
る

す
当

該

。
る

あ
で

み

な
し

約
契

意
随

の
入

購
品

２
、

ず
ら

わ
か

か
も

に
い

人高

県

庁
知
事

管
、
し

入
購

に
正

適
を
品

権
裁

決
、

に
も

と
と
る

理

全
万

に
行

執
な

正
適

は
者

月
１

さ
期
を

平
け

付
日

品
物

の
満

未
円

万

管
品
物

こ
る

あ
で

要
必

て
っ
あ

で

管

。
る

あ
に

が
底
徹
の

と

入
に
実
確

に
ム

テ
ス

シ
理

契
、

て
い

お
に

約
契

入
購

決
な

要
必

に
給

支
の
当

約

確
の

者
当

担
務

事
、

を
裁

び
及
認

館
書
図
口
山

第
則

規
、

て
い

お
に

書
積

見
ら

か
者

の
上
以

条提
を

校
学
等
高
森

一
四


